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仕  様  書 

 

兵庫県立伊丹高等学校 

 

１ 調達物品等の名称： BYＯD 端末 

 

２ 調達する物品： タブレット端末 

          （別途「仕様詳細」のとおり） 

           

３ 予定数量： 320 台（発注の確定数ではありません） 

 

４ 納入場所： 注文者が指定する住所 

 

５ 納 期：  令和７年５月２３日（金）  

 

６ 特記事項 

 ア 納入に関する費用はすべて含むこと 

 イ 納入機器は新品、未使用のモデルであること 
   また、日本国内向けの製品とし、取扱説明書等の付属品を含め、日本語表示である

こと 

 ウ 納入機器に初期不良等があった場合は、速やかに機器の交換を行うこと 

 エ 本事業におけるハードウェア保守要件は、メーカー標準保証を基本とするが、保証

対応についてサポートすること 

 オ 金額については、端末１台あたりの価格とすること 

  カ 納品は、注文者への個別配送（注文者への直送）であることに留意すること。 
 
７ 納品 
 ア 打合せ、機器納入等の日程調整は、担当者と調整すること 
 イ 落札者の都合・理由によらない事情で、納期（令和７年５月２３日）までに納品で

きない場合は、速やかに理由を記した書面により新たな納期を協議すること 
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仕様詳細 

 

１ 端末仕様（Windows タブレット） 
OS Microsoft Windows 1１ Pro（Windows 1１ Pro Education

可） 
CPU Intel Celeron 同等以上 
ストレージ SSD128GB 以上 
メモリ 8GB 以上 
ディスプレイ 10.0～12.0 インチ 

タッチパネル機能付き 
スタイラスペン等に対応すること 

無線 LAN IEEE802.11a/b/g/n/ac 以上 
キーボード Bluetooth 接続でない日本語 JIS キーボード 
Web カメラ インカメラ及びアウトカメラ 
音声接続端子 マイク・ヘッドフォン端子×1以上 
外部接続端子 USB Type-C コネクタ×1以上 
バッテリー 10 時間以上 
重さ 1.3kg 未満（キーボード込） 
※１ 選定する製品は日本国内向けの製品とし、取扱説明書等の付属品を含め、日本語表

示であること 
 ※２ 初期設定（キッティング）は必要ありません。 

 

２ ＥＣサイト仕様 

 ア 学校を経由しないで直接注文できるＥＣサイトを構築すること 

 イ 代金支払についても学校を経由しない振込又はオンライン決済によること 

   なお、支払方法においては、「銀行振込」「クレジット決済」「コンビニ決済」「キャ

シュレス決済」などを選択できることが望ましい 

 ウ 入学予定者への注文方法（オプションを含む）の周知はチラシで行うものとし、落

札者が原案を作成して本校担当者の承認を得ること 

   なお、チラシの作成、打合せにかかる経費は落札者が負担すること 

 エ ＥＣサイトにおいて、３に定めるオプションの注文ができること 

 

３ オプション仕様 

  下記について、ＥＣサイトにおける注文時に選択（注文の有無も含めて）可能として 

構築すること。ただし、「ア 保障及び修理対応」については、端末（タブレット）購入 

とセットにすることも可能とする。 

 ア 保証及び修理対応 

  ・メーカー標準保証以外の教育活動中及び自宅学習時の物損、通学途上での破損、落

下破損、水濡れ故障などの修理保証に対応すること 

  ・修理対応の回数制限又は免責費用額を明示するものとするが、回数（無制限、年１

回等）及び額（無償、２回目５千円等）による区分を設けてもよい。 

  ・修理時に発生する送料（修理後の配送を含む）又は修理依頼をした際、故障の存在

が確認できなかった場合に発生する費用負担の有無を明示すること 

  ・保証及び修理対応の期間は納品月から令和１０年３月末までとする。 

 イ デジタルペン又はスタイラスペン（端末純正品がある場合のみ） 
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４ 販売期間及び納期 
 ア 販売期間：令和７年３月２１日（金）（合格者説明会）～４月１８日（金） 
 イ 納入期限：令和７年５月２３日（金） 
        納品は注文者への直送 
 
５ 端末販売条件 
 ア 予定数量は募集定員による上限数であり、以下の場合により減少することがある。 
   なお、これにより、購入数が減少した場合にあっても、減少した台数を本校が補償

するものでない。 
   ・入学予定者が募集定員に満たない場合 
   ・仕様同等端末を入学予定者が所有していた場合 
   ・県が定める要件に基づき同等端末の貸与を受ける者があった場合 
 イ 端末注文時に、個人情報保護にかかる措置を十分説明すること。 
 ウ 本校の生徒（入学予定者を含む）以外の者が使用する目的では販売しないこと。 


